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〔H11. 7.31現在〕

「道政改革の実施方針」の推進状況

□ 推進状況について
各施策等の推進状況の区分は、次による。
・「実施済」…施策等が既に実施され、完了している項目
・「実施中」…施策等が既に実施に移されている項目
・「検討中」…施策等の実施に向けて具体的な検討を行っている項目

参考資料
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１ 政策重視の道政の推進

項 目 推 進 事 項 内 容 実 施 状 況 推 進 状 況

№1 政策会議等による ・庁議や政策会議などの目的や役割 ・政策会議はスタッフ幹部による協議の場（内部会議）、庁議は幹部 実 施 中（平成11年度～）
方針決定の明確化 を明確化し、重要施策の審議決定 （支庁長を含む。）による全庁的な政策協議の場としてテレビ会議

① 場としての機能向上 システムを利用して実施
ト
ッ №2 支庁政策会議( ) ・支庁政策会議( )の開催 ・庁議のメンバーに支庁長及び東京事務所長を加え、テレビ会議シス 実 施 中（平成９年度～）仮称 仮称
プ 、圏域副知事・支 ～知事、副知事等、支庁長 テムを利用して全庁的な政策協議の場として開催（H11～）
・ 庁長会議( )の開仮称
マ 催 ・圏域副知事・支庁長会議( )の開 ・圏域副知事・支庁長会議の開催（H9～）仮称
ネ 催 ～圏域ごとに地域の課題解決等について意見交換
ジ ～圏域担当副知事、関係支庁長

(1) メ
政 ン №3 トップ・マネジメ ・知事の意思決定を補佐する機能の ・総合企画部の設置～政策の総合調整部門 実 施 済（平成９年度）
策 ト ントを補佐する体 充実強化 ・政策室の強化
の の 制の整備 ～広報広聴部門の移管など、トップ・マネジメントの補佐機
総 強 能を強化
合 化
調 №4 道政スポークスマ ・道政スポークスマン( )の創設 ・情報提供充実のため政策室に広報課を編入（Ｈ９） 実 施 中（平成９年度～）仮称
整 ン( )の創設 （H11：広報部門と広聴部門を一体化し、広報広聴課を設置）仮称
機 ・スポークスマン機能を整備・充実（Ｈ９～）
能 ～部長等による定例的な記者レクチャー等を実施
の
充 ② №5 政策総合調整部門 ・企画調整会議のあり方の見直し ・企画調整会議の充実（H8～） 実 施 中（平成８年度～）
実 政 と各部・各支庁企 ～政策調整会議の設置（H11.7.8）
・ 策 画部門の連携強化 ・新たな政策会議への移行（H11～） （再）
強 企
化 画 ・各支庁企画部門との連携強化 ・支庁政策検討資料の作成（H9～）

調
整 №6 プロジェクトチー ・プロジェクトチーム方式の活用等 ・政策検討プロジェクトの設置 実 施 中（平成８年度～）
機 ム方式の活用等 による政策開発機能の強化 Ｈ９～検討ﾃｰﾏ ２ ５へ拡大→
能 Ｈ10～４プロジェクト
の Ｈ11～４プロジェクト
強
化 №7 政策開発支援情報 ・各部等で分散管理している政策情 ・政策開発支援情報ネットワーク 実 施 中（平成10年度～）

ネットワークの整 報の一元的管理の検討 ～政策検討プロジェクトチームにおける検討（H8「情報の高度利活
備 用研究プロジェクトチーム」）

～庁内の情報通信網を利用した行政運営の基本的考え方等を取りま
とめ（H10.1）

～H10.4 『行財政情報システム』を導入
～H11 同システムの本支庁・出先機関への導入促進

(2) №8 政策の推進管理 ・フォローアップを計画的に行い、 ・新しい総合計画における推進管理手法の改善（H10～） 実 施 中（平成10年度～）
次の政策や予算に反映 実績の把握 施策・事業の フィードバック→

効果的な ・施策・事業の進ちょく状況等把握
政策の実 ・施策・事業の点検・評価
施 （H12予算編成へ反映）

・政策評価（「政策アセスメント」）の試行（H10）
→平成11年度 本格実施
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１ 政策重視の道政の推進

項 目 推 進 事 項 内 容 実 施 状 況 推 進 状 況

(2) № 9 政策評価手法の研 ・政策目標に対する事業の効率性、 ・時のアセスメントの実施（H8～） 実 施 中（平成８年度～）
効 究 有効性等についての分析など、効 …実施要綱(H9.1 )に基づき随時施策の再評価制定
果 果的な政策評価手法の研究 H9.7対象施策選定 H9.12 対象施策追加
的 11年3月までに９事業全ての方針決定
な →政策アセスの結果等を踏まえ、必要に応じ追加選定
政 ・政策評価手法の研究（H9～）
策 政策検討プロジェクトチームにおける調査・検討
の プロジェクトチーム検討結果報告（H11.5）
実 政策評価（「政策アセスメント」）の試行（H10）
施 →平成11年度 本格実施

２ 市町村重視の道政の推進

項 目 推 進 事 項 内 容 実 施 状 況 推 進 状 況

(1) №10 市町村への権限移 ・市町村の意向を十分踏まえ、権限 ・市町村への権限移譲 H9 1 35 ，H10 6 16 実 施 中～ 事務 項目 ～ 事務 項目
～ 事務 項目権 譲 移譲 H11 4 36

限 ・国等に法律等制度改正の働きかけ …道として対応可能なものについて、市町村の意向を踏まえ
移 積極的に移譲
譲 ・国等に法律等制度改正の要望
の推

進 №11 支庁等出先機関へ ・支庁等出先機関への権限移譲 ・権限移譲 実 施 中（平成９年度～）
の権限移譲 ・特に支庁は総合出先機関として大 ～支庁の体制を考慮しながら順次移譲

幅な権限移譲と組織・機能等の充 EX. 市町村振興補助金（H11～地域政策補助金）の支庁への
実強化 枠配分の拡大

№12 支庁市町村長会議 ・支庁長と市町村長による定期的な ・支庁長と市町村長が、政策協議などを行い、パートナーシッ 実 施 中（平成９年度～）
( )の設置 意見交換の場を設けるなど政策協 プのもとに地域に根差した政策を推進していくため平成９年仮称

(2) 議を行う機会の充実 度に設置。
Ｈ９：２２回開催 Ｈ10：２１回開催

市
町 №13 市町村との共同政 ・支庁と市町村職員がワーキング・ ・支庁市町村職員共同政策研究会の開催（H10～） 実 施 中(平成８年度～)
村 策研究の推進 グループを設置するなど共同研究 Ｈ10～６８回開催
と 機会の充実 ・道職員と市町村職員の合同研修の拡充（H8～）
の ～政策法務研修、課題解決研修の合同開催（H9～）
交
流 №14 市町村との職員交 ・互いの協力により、積極的な職員 ・市町村の意向も踏まえ拡大 実 施 中（平成８年度～）
・ 流の充実 交流の推進 H9 ～市町村への研修期間６ヶ月 １年、相互交流の拡大→
協 H11～相互交流について、従来の役付交流に加え、一般職を対
調 象とし、拡大

№15 道・市町村間の事 ・各種会議や照会業務などの効率的､ ・事務処理改善への全庁的な取組の促進 実 施 中（平成９年度～）
務処理の改善 効果的な運用 『事務改善効率化運動要綱』及び『取組のための 』策ガイドライン

定(H9.10.31) 申請・届出等簡素化ガイドライン 策定，『 』
(H10.2.17) 実例集の作成・配布(H10.7)，
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２ 市町村重視の道政の推進

項 目 推 進 事 項 内 容 実 施 状 況 推 進 状 況

№16 地域振興機構( ) ・道と圏域内の市町村、民間による ・業務内容や設置形態など基礎的事項の検討 (H8～H9) 検 討 中（平成12年度以降）仮称
の設置促進 広域的課題に対応した政策検討、 ・設置に向けた具体的な検討と必要な準備行為 (H10) 圏域内の行政と民間が一体となった

(3) 各種 ﾛ ｪｸﾄ等を推進する機構の設 ・地域振興推進連絡会議の設置（釧路・根室圏）及び既存団体 地域振興、新しい総合計画における地プ ジ
置促進 との調整(H10～) 域生活経済圏施策の効果的推進のため

広 の仕組みづくり等の観点から、そのあ
り方や業務内容等について十分検討を

域 行い、条件が整った圏域から順次設置
に向けた取組みを行う。

行
№17 広域行政制度の活 ・「ふるさと市町村圏」の選定拡大 ・「ふるさと市町村圏」の選定拡大（Ｈ元～） 実 施 中

政 用 ・広域連合制度など広域行政制度の H8選定…札幌圏(札幌市を含む)
積極的活用 残る12圏域について､北海道全域の選定を推進

の ・函館圏公立大学広域連合の設置(H9.11)
・空知中部広域連合の設置(H10.7)

推 ・広域行政制度の普及・啓発(ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ､ﾊﾝドﾌﾞｯｸ､ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ)
・「広域行政相談コーナー」の設置(H9.12)

進 ・「広域行政アドバイザー制度」の創設(H10)
・広域行政体制の整備促進(H11～)

№18 広域的プロジェク ・地域住民や市町村、民間など地域 ・地域プロジェクトに対する支援（H8～9） 実 施 中（平成８年度～）
トの推進 の創意と主体性を生かした広域的

なプロジェクトの推進の支援 ・パートナーシップ・プロジェクトに対する支援（H10～）
①市町村・民間等が行う事業 地域政策補助金、21世紀のふ…

るさとづくり支援事業費補助
金の活用、地方債、ふるさと
融資等

②道事業の積極的な推進 支庁がつくる政策推進事業（H11～…
支庁政策推進事業）の実施、重点施策要望への位置づけ等

③開発予算要望における国事業の重点要望
④プロジェクト検討会の開催等

(4) №19 「支庁設置条例」 ・設置目的を条例上明確化するなど ・「支庁設置条例」の見直し 検 討 中
支 の見直し の見直し検討 地方分権の動向と支庁制度のあり方検討との関連を考慮 （試案策定 ～平成12年度中）
庁
制 №20 １４支庁体制の見 ・地方分権の動向や市町村、住民の ・「支庁制度研究チーム」設置(H9.8 関係課長) 民間検討委員会が庁内検討組織と連
度 直し 意向なども十分踏まえながら、所 ～ 支庁制度研究結果報告書 基礎データの収集・整理、 携を図りながら、地域の意向を踏ま『 』…
の 管区域も含め、統合・再編の可能 基礎調査の実施等の基礎調査研究を踏まえ、支庁制度の え、具体的な検討を進め、２０００年
見 性の検討 現状と課題及び今後の具体的な検討の進め方についてと 度（Ｈ１２年度）末を目途に新たな時
直 りまとめ 代に対応した支庁制度に関する試案を
し ・「支庁制度検討会議」設置(H10.9 各部次長、副支庁長） 策定する。

・「支庁制度検討委員会」設置(H11.1 民間有識者）
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３ 変革の時代に対応する組織機構

項 目 推 進 事 項 内 容 実 施 状 況 推 進 状 況

権限移譲に対応し ・大幅な権限移譲を進めるとともに ・約１００項目の権限や事務の移譲を行い、社会福祉課等の執 実 施 済（平成９年度）
た体制の整備 必要な組織、機能、財源の充実強 行体制を整備

① 【再掲】 化

№21 地域における政策 ・独自の政策立案、調整機能の強化 ・地域政策課に政策担当主査を増設 実 施 済（平成９年度）
支 形成機能の充実 ・観光振興（後志）、産炭地域振興（空知）、領土対策（根

室）を地域政策部に移管

(1) 庁 №22 環境行政を総合的 ・環境重視型の地域づくりを目的と ・環境生活課を新設、支庁内の環境・自然保護関連業務を集約 実 施 済（平成９年度）
に推進する体制の整備 した環境行政を総合的に推進する するとともに保健所から廃棄物関連業務を移管

体制の整備
組

№23 支庁と土木現業所 ・保健・医療・福祉や基盤整備を総 ・地域政策課に主査を増設し、土木現業所、保健所との連携強 実 施 済（平成９年度）
及び保健所との連 合的・一体的に推進するため支庁 化

織 携 への統合も視野に、当面、これら ※主な連携事業
機関との連携機能を強化 パートナーシッププロジェクトの作成（H9～）

同プロジェクトの進行管理（H10～）
機 地域道民円卓会議（H7～）、支庁市町村長会議（H9～）

・支庁への統合については、支庁制度の見直しの中で継続検討 ※一部継続検討

構 №24 地域重視に向けた ・地域政策の総合調整部門の強化 ・地域振興室の強化～地域政策の窓口の一元化、支庁がつくる 実 施 済（平成９年度）
体制の整備 政策推進事業（H11～支庁政策推進事業）や共同要求事業の調

整セクションの強化、圏域副知事の連絡調整業務（政策室か
の ら移管）、圏域副知事・支庁長会議の開催

№25 保健・医療・福祉 ・保健・医療・福祉行政を総合的・ ・保健福祉部の新設 実 施 済（平成９年度）
見 部門の体制の整備 一体的に推進できる体制の整備 ～生活福祉部の福祉部門と保健環境部の保健・医療部門を統

合、再編（障害者保健福祉課、高齢者保健福祉課の設置等)
②

直 №26 環境部門の体制の ・環境重視型の地域づくりを目的と ・環境生活部の新設～生活福祉部の生活部門と保健環境部の環 実 施 済（平成９年度）
整備 した総合的な環境政策を推進する 境部門を統合、再編

体制の整備 環境室の体制の整備～林務部からみどり対策部門を移管する
し 本 とともに課を再編

№27 産業部門の体制の ・産業部門の一体的な施策の展開を ・水産林務部の新設～水産部と林務部を統合、再編 実 施 済（平成９年度）
整備 目的とし、部の適正規模や簡素効 ・建設部の新設～土木部と住宅都市部を統合、再編

庁 率化も考慮した、効果的、体系的
な体制の整備

№28 各部の企画調整機 ・各部の企画調整機能を高め、政策 ・保健福祉部総務課に企画調整室 実 施 済（平成９年度）
能の強化 総合調整部門との連携の強化 ・水産林務部に企画調整課

・建設部に建設企画室を新設

№29 中間的組織の見直 ・簡素で効率的な執行体制を整える ・部内室の縮減～３１室→２４室（△７） 実 施 済（平成９年度）
し 観点から、中間的組織の縮減 （廃止９ 統合１ 新設３）
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３ 変革の時代に対応する組織機構

項 目 推 進 事 項 内 容 実 施 状 況 推 進 状 況

№30 その他の出先機関 ・地域の実情、市町村や民間との役 ・Ｈ９～道有林管理センターの機構改正を実施 実 施 中（平成９年度～）
③ 割分担、各機関の横断的連携を考
そ 道立病院や保健所など 慮しながら、不断に見直し ・平成９年から、出先機関の総合的見直しに着手

(1) の の保健医療機関、土木 ・各機関の業務内容、事務処理方法 ～「出先機関の見直しに関する方針」の策定（H10.3 ）
他 現業所、道有林管理セ 設置箇所、機構、職員配置等全般 この方針に基づき、Ｈ10以降、順次、機構改正を実施

組 出 ンターなどの事業執行 にわたる総合的な見直を行い、簡 ・Ｈ10 保健所の再編整備（H10.4)…
先 機関、各産業分野の試 素で効率的、機能的な執行体制の 札幌医科大学大学院保健医療学研究科の開設(H10.4)…

織 機 験研究機関、福祉施設 整備 ・Ｈ11 都市施設事務所の土木現業所への統合…
関 医大などの出先機関の 研究機関の研究体制の効率化…

機 見直し 支庁等の内部管理部門の簡素化…

構 №31 課・係の見直し ・総点検結果を踏まえ、事務の廃止 ・Ｈ９本庁機構改正で２課、２１係の縮減 実 施 済（平成９年度）
④ 縮小、移管、統合を行い、簡素で

の 共 効果的な体制の整備
通

見 課 №32 民間能力の有効活 ・業務の内容、法令等に適合性、経 ・民間委託～事務事業点検結果を踏まえて順次委託 実 施 中（平成９年度～）
題 用 済性など総合的に検討し、民間の 点検結果13件→うちＨ９～４件

直 へ 専門的ノウハウの積極的な活用
の ・「事務事業の民間委託等に関する方針」を策定(H10.3)

し 対 この方針に基づき、Ｈ10以降、全庁的に取り組む
応 ・Ｈ10道路維持等業務及び病院等の医事業務を委託

№33 内部管理事務の執 ・人事・給与、予算、物品関係事務 ・Ｈ９本庁機構改正で一部、管理業務専任セクションを企画担 実 施 済（平成９年度）
行体制の見直し 等の内部管理事務の集約化 当係と統合（旧生活福祉部各課）

・内部管理の各部代表課への集約について継続検討 ※一部不断に検討

(2)適定 №34 定員適正化計画の ・定員適正化計画の策定と適正な定 ・「職員数適正化計画」の策定(H9.11) 実 施 中（平成９年度～）
正員 策定 員管理 ～職員数の削減の目標と達成期間を設定
な管 Ｈ10～Ｈ14までの５か年間で知事部局の職員数の５％を削
理 減目標

№35 定期的な総合的見 ・設置目的等の達成状況、運営状況 ・関与団体の見直しによる改善を要する団体の指定 実 施 中（平成８年度～）
(3) ① 直しの実施 などの見直し及び改善を要する団 ～ H9.3 ３１団体
関 体の指導 H10.2 １５団体（うち既指定１団体）
与 関 H11.1 １８団体（うち既指定５団体）
団 ・関与団体の運営状況等の把握
体 与 ～｢関与団体運営指導指針｣の策定 (H10.5)
等
の 団 №36 関与団体の設立 ・必要性などの厳正な審議検討 ・出資団体等総合調整委員会(H6.5)における厳正な審議 実 施 中(平成８年度～)
見 H7：９件 H8：13件 H9：７件 H10：５件
直 体
し ・｢道の関与団体の設立及び運営指導等に関する要綱｣の見直し

日常的な運営指導の実施方法の設定、団体見直しの視点…
の明示など
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３ 変革の時代に対応する組織機構

項 目 推 進 事 項 内 容 実 施 状 況 推 進 状 況

① №37 道職員の派遣 ・派遣の必要性や派遣者数など派遣 ・派遣者数を抑制 実 施 中（平成９年度～）
(3) 関 のあり方の検討
関 与
与 団 №38 運営状況などの公 ・関与団体の協力を得ながら公開範 ・北海道情報公開条例に基づく「出資法人等情報公開要綱」の 実 施 済（平成10年度）
団 体 開 囲、内容、方法などの検討 制定（H10.4 施行）
体
等 ② №39 附属機関等の見直 ・運営方法などの改善、見直し ・附属機関等の見直し（Ｈ９実施） 実 施 中（平成９年度～）
の し 個々の附属機関等について、統廃合や運営改善などについ
見 附 て見直し
直 属 廃止・統合の方向で整理 13種類、85機関…
し 機 ～廃止、委員定数の縮減等及び規定の整備を行うため、

関 「附属機関の整理等に関する条例」を制定（H10.7.1)
等

４ 効果的な予算編成システムの確立

項 目 推 進 事 項 内 容 実 施 状 況 推 進 状 況

№40 重点政策の展開方 ・予算編成に向けたトップの意思の ・重点政策の展開方針の策定 実 施 中（平成８年度～）
針の策定 明確化、施策の重点化を図ること ～毎年度、翌年の予算編成に向け「重点政策展開方針」を

(1) を目的とした重点施策の展開方針 策定
の策定

政 №41 予算編成における ・新規施策事業をはじめとする重要 ・重点施策事業に関する政策調整 実 施 中（平成８年度～）
策 全庁的な政策調整 施策の優先度や方向性等、トップ ～政策会議等において、「重点政策展開方針」にそって重要
主 による全庁的な政策調整の実施 施策事業について優先度や方向性の全庁的な政策調整
導
型
の №42 政策総合調整部門 ・重点政策の総合的管理と調整 ・政策総合調整部門と財政部門との連携 実 施 中（平成８年度～）
予 と財政部門の連携 ～政策主導の予算編成を進めるため、Ｈ９年度予算から、一
算 層連携し、重点政策の調整
編
成

№43 時限設定と優先度 ・施策に時限設定による実施期間の ・時限設定と優先度の調整 実 施 中（平成８年度～）
の調整 明確化、優先度の調整による施策 ～予算編成に当たって、重点施策事業を設定し、一般施策事

の重点化 業と区別するなど施策の優先度を総合的に判断するととも
に、５年以内の廃止又は見直し期限を設定
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４ 効果的な予算編成システムの確立

項 目 推 進 事 項 内 容 実 施 状 況 推 進 状 況

(2) №44 支庁と本庁の政策 ・支庁政策部門と本庁地域振興部門 ・政策調整・推進の仕組みづくり 実 施 中（平成８年度～）
地 調整の強化 が連携、地域の予算要望等につい ～・支庁と本庁の政策検討のリンケージ
域 て、各部と協議、調整、反映 ・政策立案・形成の場の充実
の要 (EX.地域道民円卓会議､圏域副知事支庁長会議､支庁政
予望 策会議など､いずれも再掲)
算の

反 №45 支庁企画事業の拡 ・支庁の独自事業(｢支庁がつくる政 ・支庁がつくる政策推進事業（H11～支庁政策推進事業） 実 施 中（平成８年度～）
映 充 策推進事業｣)の充実、支庁と各部 ～１支庁１事業に限定せず必要な予算を確保
等 の共同企画事業の制度化 ・支庁と本庁の共同要求事業の実施

№46 予算要求区分等の ・政策的経費と経常的経費など、経 「予算編成要領」で示達 実 施 中（平成８年度～）
見直し 費の性格に応じた要求区分とシー ・要求書区分の見直し

リング対象経費の見直し ～重点施策事業費 一般施策事業費 社会資本整備費
(3) ・経費区分の明確化
予 ～国庫補助事業費､国庫委託･受託事業費など
算 ・シーリング対象経費の見直し
編
成 №47 算定方法の見直し ・予算編成の省力化、合理化を目的 ・基礎的な事務的経費については、「標準経費算定調書」によ 実 施 中（平成８年度～）
手 とする「標準経費」方式への変更 り必要額を算定した。なお、Ｈ１０当初予算では前年度の１
法 ０％の削減を行い、また、Ｈ１１当初予算では厳しい道財政
の の状況を勘案し、さらに１０％の削減を行った。
改 ～各年度の予算編成の際に標準経費の所要額について精査
善

№48 予算編成作業の平 ・重点政策の展開方針の策定、新規 ・質の高い政策形成と予算編成作業の平準化 実 施 中（平成８年度～）
準化 施策事業等の全庁的な事前調整 重点政策の展開方針（政策会議）→重点政策事業の報告

（各部）→全庁的な政策調整（政策会議）→各部の予算要求
に反映
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５ 時代に即した事務の改善効率化

項 目 推 進 事 項 内 容 実 施 状 況 推 進 状 況

№49 手続きの簡素化な ・許認可等事務の支庁への移管など ・Ｈ９年度～約１００項目の権限委譲（再） 実 施 済（平成９年度）
どによる住民サー による事務処理の迅速化 ・申請・届出等事務手続の簡素化の推進

（再）ビスの向上 ・許認可申請など事務手続の電子化 ～「申請・届出等簡素化ガイドライン」の策定(H10.2.17)
(1) の検討 及び見直しの実施

・住民の利便性に配慮した窓口事務 ・旅券発給窓口の延長、旅券事務室の狭隘解消（移転：パスポ 実 施 中（平成９年度～）
道 の改善 ートセンターの設置:H9）
民 移動窓口の拡充（H9～）（H11現在、北見市、苫小牧市、小樽
の 市、紋別市、名寄市、中標津町）
視
点 №50 行政情報の提供の ・各種行政情報の電子化と迅速な情 ・各種行政情報の電子化促進（H10～） 実 施 中（平成10年度～）
に 充実 報提供 Ｈ９ 情報共有・提供政策検討会を設置～行政情報提供のあ…
立 り方の検討
っ Ｈ10 情報化推進委員会に「行政情報共有・提供環境検討プ…
た ロジェクトチーム」の設置～具体の取組方策の検討
改 検討結果報告書の取りまとめ(H10.10.30)
善 →この報告書に基づき、行政情報の電子化等に取り組む

・「道民の広場」( )の整備 ・「道民の広場」を道政情報へのアクセス手段全体を示す概念仮称
として整理、各課において施策を具体化（H10～）
～総務部

行政情報ｾﾝﾀｰ等の機能の充実検討
→刊行物検索情報のインターネットによる提供（H11.1～)
→行政情報センター内に開示コーナーを設置（H11.5～)

～総合企画部
政策情報のﾈｯﾄﾜｰｸ化､政策情報のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上での紹介等

№51 地域別政策情報の ・支庁等出先機関による地域の政策 ・広報誌「ほっかいどう」に支庁の頁（各支庁１頁）を設け、 実 施 中（平成９年度～）
公開 情報の提供 地域の政策情報を積極的に提供

№52 各種事務等の情報 ・文書事務の電子化と行政情報の共 ・判例検索の簡易化(H9～)共通例文集の赤れんが 掲示(H10 実 施 中（平成８年度～）ネット ～）
(2) 化と情報システム 有化 ・「北海道通信機器の利用に係る文書管理の特例に関する規
行 の改善 程」 の施行(H10.7.31)
政 ※起案文書の電子化、電子情報による施行、保存管理のシス ※一部継続検討
運 テム化、電子決裁等は継続検討
営 ・永年保存文書のマイクロ化の支庁への拡充など（Ｈ９～）
の ・マイクロフィルムの高速検索システムの導入（Ｈ９～）
効 ・情報システムの改善 ・政策開発支援情報ネットワーク（H10～） （再）
率 ・既存ｼｽﾃﾑの改善～分散型の情報ｼｽﾃﾑの導入
化 H9…北海道土木工事設計積算電算､建設業者等管理

H10…環境情報システム
H11…医療関連業務電算システム、生活保護費決定支給シ

ステム、林務工事管理C/Sシステム
・新規 の導入～最新技術を活用した効率的なｼｽﾃﾑ化の推進システム

H8… 漁獲管理情報 H9…農協経営健全化支援事業
H10…農業農村整備事業総合情報システム
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５ 時代に即した事務の改善効率化

項 目 推 進 事 項 内 容 実 施 状 況 推 進 状 況

№53 情報化に対応した ・パソコンなどの情報機器やＬＡＮ ・ＬＡＮの整備～北海道総合行政情報ﾈｯﾄﾜｰｸを活用（H9～） 実 施 中（平成９年度～）
執務環境の整備 などの情報基盤の拡充整備 H9…工事(本庁･東京事務所) H10 工事(支庁・出先機関)…

H11…工事(部の出先機関)
(2) ・パソコンの整備～全管理職及び各係に１台整備

・テレビ会議システムの導入 H9…本庁各部各課1台､東京事務所導入 H10 整備完了…
行 ・北海道総合行政情報ネットワークを活用したテレビ会議

システムの整備（H9～）
政 H9…機器等の整備 Ｈ10.4運用開始

運 №54 民間との多様な連 ・民間のノウハウの有効活用 ・民間委託～事務事業点検結果13件→うちＨ９：４件 （再） 実 施 中（平成８年度～）
携 ・「事務事業の民間委託等に関する方針」の策定（H10.3)（再）

営 ・民間企業等職務経験者の採用（H8～） （再）
・企業等の派遣研修（H8～）Ｈ11：１７名 （再）

の ・実務研修生受入れ（H8～）Ｈ11：１０名 （再）
・プロポーザル方式やコンペ方式の ・プロポーザル方式、コンペ方式の周知徹底（H9～）

効 活用 ～方式採用への配意について財務会計事務の執行方針へ盛り込
み(H9,H10,H11)、各種会議・研修会等における周知

率
№55 その他の事務改善 ・決裁権限の下位への移譲や合議等 ・北海道事務決裁規程等の見直し 実 施 中（平成９年度～）

化 の簡略化 ～継続して検討
・職員提案制度等の活性化 ・職員提案制度の実施

（H9,H10 テーマの設定、提案方法の改善）
・事務改善運動の活性化 ・事務改善システムの見直し

・新たな事務改善の推進
『事務改善効率化運動要綱』及び『取組のためのガイドライ
ン』を策定(H9.10.31)
強調期間(H9 11/10 12/10)を定め、取組みの周知徹底は ～
実例集の作成・配布(H10.7)

６ 地方分権の推進に向けた取組み

項 目 推 進 事 項 内 容 実 施 状 況 推 進 状 況

№56 地方分権推進委員 ・権限移譲要望項目などの取りまと これまで「地方分権推進の基本的考え方」、「北海道地方分 実 施 中（平成８年度～）
会への要望 めと働きかけ 権アピール」、「北海道・分権方社会の実現に向けた要望」な

ど、地方分権についての北海道の考え方を取りまとめ、国など
№57 国等への要望 ・地方分権推進計画の早期策定と計 の関係方面に要請

画内容の実現のための速やかな措 今後も、国の地方分権推進計画の実施や地方分権一括法の施
置についての要望 行に向け、必要な意見を地方６団体とも連携しながら国等へ働

きかけていく。

№58 道民の分権意識の ・地方分権フォーラムなどの開催に ・フォーラム、セミナー等の開催など、普及啓発事業の実施
啓発 よる道民の意識啓発
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７ 職員の政策形成能力の向上

項 目 推 進 事 項 内 容 実 施 状 況 推 進 状 況

№59 自己啓発活動への ・自己啓発意欲の向上、時間や機会 ・自主研究グループへの支援制度の改正（H11:36グループ） 実 施 中（平成10年度～）
支援 の確保など職場環境の整備 ・通信教育に対する支援の拡充（H11:122名）

(1)
№60 職場研修の充実・ ・「取扱要領」、指導者用テキスト ・職場研修取扱要領の改正、職場研修指導者用テキストの作成、 実 施 中（平成９年度～）

強化 の活用促進、指導者養成の方策の 公務員倫理に関する特別職場研修の実施
職 検討 ・職場研修推進員の設置（H11）

・指導者養成研修の充実に向け 政策形成Ⅱ、政策形成Ⅲ等の
員 た検討 充実

・新たな指導者の養成研修課程
研 創設の可能性検討

修 №61 研修所研修の充実 ・新たな研修課程の導入、問題解 ・民間､市町村職員と14支庁で実施する政策研修（政策課題セミ 実 施 中（平成８年度～）
決・参加型研修への転換 ナー）の開催（Ｈ８～）

等 ・階層別の政策研修～政策形成Ⅱ、政策形成Ⅲ（Ｈ８～）
～課題解決、政策形成Ⅰ（Ｈ９～）

の ・その他の政策研修～政策法務、多階層、国際交流（Ｈ９～）

充 №62 派遣・交流研修の ・派遣先の見直し、市町村等との合 ・派遣研修の充実（増員） ～不断に見直し 実 施 中（平成８年度～）
充実 同研修の充実、外国派遣研修への ・政策課題セミナーの創設（Ｈ８）（再）

実 公募制の導入 ・自主企画外国派遣研修制度の創設（H９）

№63 自治政策研究セン ・研修部門と政策部門との連携によ ・自治研修所の政策研究機能を強化し、研修部門との連携を図 実 施 済（平成１０年度）
ター( )の設置 り、中長期的課題の政策開発、政 ることとし、平成１０年度に「自治政策研修センター」を設置仮称

策研究などを行う機能を持った
「自治政策研究センター（仮称）」
の設置

№64 職員参加の推進 ・職員からの提案の反映の仕組みづ ・政策検討プロジェクト（再） 実 施 中（平成８年度～）
くりについて検討 Ｈ９～検討ﾃｰﾏ 拡大２→５

Ｈ10～４プロジェクト
Ｈ11～４プロジェクト

・自主研究グループからの提言及び職員提案の施策への反映
～報告書の全庁配付、「ほっかいどう政策研究」への掲載

(2) №65 政策法務スタッフ ・意識啓発、政策法務研修の充実 ・政策法務の情報紙「ぷらっと法務」の発行（H8～） 実 施 中（平成８年度～）
の育成 ・自治政策研修センターにおける政策法務研修の実施(H8～)

政 （再）
策 ・政策法務関連カリキュラムの導入（H8～）
法 ～実践的政策能力Ⅰ、Ⅱ
務
能 №66 政策法務に係る体 ・政策法務に係る体制の強化 ・「要綱・要領作成の手引」の発行（H8） 実 施 中（平成８年度～）
力 制の強化 ・「公示文書作成の手引」の発行（H9）
の ・政策法務に係る体制の強化
向 「自治政策研修センター」の設置（Ｈ10） （再）
上 ～政策開発・政策研究機能の強化、政策法務研修の充実
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７ 職員の政策形成能力の向上

項 目 推 進 事 項 内 容 実 施 状 況 推 進 状 況

(3) №67 諸計画の総合的管 ・政策開発支援情報ネットワーク整 ・個別計画の推進管理における関係部局と計画推進室との連携 実 施 中（平成８年度～）
政 理 備への取組みの中、各種計画情報 （H8～）
策 の総合的管理について検討 ・政策開発支援情報ネットワーク（H10～） （再）
情
報
共 №68 政策調書の作成 ・主要な政策について、事業概要な ・政策情報の管理手法の検討 実 施 中（平成10年度～）
有 ど所要の事項を整理し、統一的に ～政策情報の共有 公開のシステムづくりについてさらに検討・
シ 管理する仕組みについて検討 ・「事業別政策調書」による政策評価の試行を実施（H10）
ス ～調書をインターネット上などで公表
テ ・政策評価の本格実施(H11)
ム ～予算事業を対象とする「事業評価調書」に加え、総合計画

の施策を対象とする「施策評価調書」を作成・公開予定

№69 庁内報による情報 ・トップの意思や政策情報などの浸 ・全職員配布の情報紙「Ｂｅ北海道」の発行 実 施 中（平成９年度～）
の共有 透、庁内における情報の共有化 ～Ｈ９は隔月発行、Ｈ10から毎月発行

№70 効果的な人事交流 ・市町村、国、民間などとの効果的 ・市町村との交流（再） 実 施 中（平成８年度～）
の推進 な人事交流の促進 H11:研修生(期間1年間)17人 、相互交流(期間2年間)延べ62人

(4) ・国との交流
H11:国への派遣職員58人(退職派遣40人含む)

・民間との交流（再）
人 H11:企業派遣研修17人 、実務研修生の受け入れ10人
材
の №71 地域重視の人事の ・本庁・支庁間同等職の異動などを ・本庁・支庁間の同等職異動 実 施 中（平成８年度～）
活 推進 引き続き推進 ～Ｈ11 39人
用 ・中堅職員の支庁への異動
シ ～Ｈ11 43人（市町村相互交流４人含む。）
ス
テ №72 人事諸施策の推進 ・部を越えた広域異動、課長級昇任 ・部間交流（Ｈ８～、Ｈ11：５２７人） 実 施 中（平成７年度～）
ム 試験、自己申告制度、民間企業等

経験者採用試験の着実な推進 ・課長級昇任試験（Ｈ８～）

・自己申告制度（Ｈ７～、Ｈ10対象者拡大）

・民間企業等職務経験者の採用（Ｈ８～） （再）

・人事評価のあり方の調査検討 ・人事評価制度（Ｈ10～）

・国籍要件撤廃職種の拡大について ・国籍要件の撤廃職種の拡大（Ｈ10から実施） 実 施 済（平成10年度）
検討
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８ 開かれた道政の実現

項 目 推 進 事 項 内 容 実 施 状 況 推 進 状 況

№73 情報公開制度の見 ・情報公開制度の全般的な見直し ・情報公開制度の見直し 実 施 済（平成９年度）
直し 情報公開制度検討会から『北海道の情報公開制度の改善に～

(1) 関する提言』の報告(H9.12) 。
情 『北海道情報公開条例』の施行（H10.4.1～）
報
公 ・道民への周知及び職員への説明の充実（Ｈ10～）
開 ～新聞、広報誌等への掲載、リーフレットの配布、職員に
制 対する研修会の実施
度
の №74 文書管理の徹底と ・文書の保存管理の徹底 ・「知事の所掌事務に係る公文書等の管理に関する規則」及び 実 施 中（平成９年度～）
充 効率化 訓令の施行(H10.4.1)、説明会の開催
実 ・「北海道通信機器の利用に係る文書管理の特例に関する規

程」の施行(H10.7)、説明会の開催 （再）

・マイクロフィルム化と検索システ ・永年保存文書のマイクロ化の支庁への拡充など(H9～)（再）
ムの整備 ・マイクロフィルム高速検索システムの導入（Ｈ９～）（再）

(2) №75 財政の健全化方針 ・道債残高累増を抑制し得るよう全 ・「財政健全化方針」の策定(H9.8) 実 施 中（平成９年度～）
健 の策定 般的に見直し、健全化に向けた具 さらに主要経費別に具体的な方向性を定めた「財政健全化
全 体的な方針の策定 推進方策」を策定(H9.9)
か →毎年度の予算編成に反映
つ
公 №76 行政手続制度の充 ・制度の充実及び制度の適切な運用 ・審査基準等の設定のための調査 実 施 中（平成９年度～）
正 実 ・各種審査基準等の一元的な管理公開のための調査
・ ・各種審査基準等の一覧表（冊子）の作成及び公開（H10.3～）
透
明 №77 オンブズマン制度 ・北海道にふさわしい制度のあり方 ・オンブズマン制度の導入検討 実 施 済（平成８年度～11年度）
な の導入検討 について全庁的な検討組織を設け ～行政オンブズマン制度検討委員会(9.6.13 次長級）
行 具体的検討 「行政オンブズマン制度のあり方について」（検討結果報
財 告書）取りまとめ(H10.7)
政 ～制度「素案」の公表(H10.9.25)
運 ～「北海道苦情審査委員に関する条例」の公布(H10.12.17)
営の 及び施行(H11.6.7)

確
保 ・道民への周知及び職員への説明（H11～）

～広報誌等への掲載、職員向け説明会の開催

№78 外部監査制度の導 ・法改正の状況を見極めながら、導 ・H9.6.4 地方自治法改正（H10.10.1施行) 実 施 済（平成10年度）
入 入に向けた取組み ・外部監査制度導入検討会の設置(H9.7.16)(課長補佐級）

・「北海道外部監査契約に基づく監査に関する条例」、補正予
算及び包括外部監査契約議案の議決(H10.10.20)

・条例の公布及び包括外部監査契約の締結(H10.10.26)
～H10テーマ ①17基金について②地方競馬特別会計について
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９ 道民参加の促進

項 目 推 進 事 項 内 容 実 施 状 況 推 進 状 況

№79 附属機関等の運営 ・附属機関等の会議、議事録の公開 ・委員の選任基準や会議・議事録の公開等の運営について定め 実 施 済（平成９年度）
基準の整備 及び委員の選任基準などの整備 た「附属機関等の設置及び運営に関する基準」を策定(H10.3)

№80 地域における参加 ・地域道民円卓会議の活用、意見交 ・地域道民円卓会議の開催（Ｈ７～） 実 施 中（平成７年度～）
機会の充実 換の場の充実 ・支庁市町村長会議の開催（Ｈ９～） （再）

・支庁市町村職員共同政策研究会の開催（Ｈ10～）（再）
・「地域政策の進め方」の作成・公表（各支庁毎：Ｈ10～）
・副知事の「圏域行政を語る会」の開催（Ｈ９～）
・支庁長の広聴活動（Ｈ７～）
Ｈ９ 「地域ふれあい懇談会」、「支庁の出前こうちょう」…

を追加

№81 総合計画の共有化 ・道民の意向の反映、市町村との連 ・策定における総合計画の共有化（Ｈ８～９） 実 施 中（平成８年度～）
携

・推進における総合計画の共有化（Ｈ10～）

№82 多様な参加システ ・政策目標や形成段階に応じた参加 ・各種広聴活動の着実な推進 実 施 中
ムの研究 の手法の研究 知事の市町村訪問「ふれあいトーク」（H7～）

「提案の広場」(H8～)、知事の「ふれあい座談会」(S63～H10)

・住民投票制度活用の研究 ・制度に関する文献や他の自治体の動向に関する資料収集
(H9～)

１０ 道政情報の積極的な発信

項 目 推 進 事 項 内 容 実 施 状 況 推 進 状 況

№83 政策広報の充実 ・形成過程を含む重要政策や当面す ・部長等による記者レクチャーの実施（再） 実 施 中（平成９年度～）
る政策課題など道民への情報提供 ・会議研修等における広報マンの育成及び意識啓発など

・道民意見を取り入れ、広報の充実 ・知事記者会見内容のホームページへの登載（Ｈ10.12～）
～映像、音声の登載（H11.5）

・知事記者会見の同時中継 （Ｈ11.1～）（総合行政情報ネットワークの活用）

№84 情報ネットワーク ・政策開発支援情報ネットワークの ・インターネットなどの活用推進 実 施 中（平成10年度～）
を活用した情報の 整備への取組みの中、道民への情 「北海道のホームページ」による情報提供など
提供 報提供を検討 ～ホームページ作成組織数 本庁70課 出先28機関（うち支

庁９）

№85 財政状況の公表の ・健全化に向けた取組状況、予算執 ・「財政状況」の公表内容の改善 実 施 中（平成９年度～）
改善 行状況、財産・債務など分かりや ①「表および図」の見直し( ､ )前年度との比較 経年推移など

すい公表内容の改善 ②財政用語の解説欄
③当初及び補正予算（歳出）の内訳について、より具体的
な事業を登載する方法に変更

④公営企業会計の決算概要を簡潔に整理
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１－（１） 支 庁 改 革 の 基 本 パ タ ー ン

区分（改革の視点・理念） 基本パターン 概 要 効 果 ・ 影 響 等

。Ⅰ群 支庁機能の観点 Ａ 『現行体制維持』型 ・道政改革等による機能強化に関する ○道政改革の実施方針に掲げられている支庁機能強化の取組み成果が得られる
これまでの取組みを充実 ○支庁改革に対する評価を得にくい。による区分

地方分権型社会に対応す ・支庁への大幅な権限移譲や土現等の ○裁量権を伴う支庁長への権限移譲や土現等の統合により「地域重視の道政のＢ 『支庁統合強化』型
るため、支庁機能の抜本 統合による機能強化された支庁 実現」の期待 ○出先統合に伴う管理部門の効率化
的見直しに視点を置いた
改革 ・産業経済関連の「経済圏庁」と道民 ○分権社会におけるきめ細かな道政展開と広域的政策の効率化、本庁のスリムＣ 『大小２極再編』型

生活関連の「生活支庁」に再編 化が図られる。 ○行政の総合性という点に課題あり。

・機能を全支庁同一とせず、取扱分野 ○総合調整の本庁、政策の企画庁、政策の実施庁など、道の役割分担が明確化Ｄ 『中核支庁導入』型
及び政策の企画、実施により分ける。 する。 ○道政の多層構造化という批判の声も想定される。

・支庁は、細分化して生活関連のみ担 ○産業経済関連は、地域バランス等を加味し全道的な視野で施策展開が可能とＥ 『支庁縮小再編』型
当し、それ以外は本庁が実施する。 なり、出先機関に要する経費が不要 ○生活関連分野は身近となる。

『 ・道行政を地域的に分掌する出先機関 ○道の行う各施策を一体的に地域で展開できる。Ⅱ群 支庁組織の性格の α 出先機関』型
○出先機関という性格上、機能強化にも一定の限界が存在すると考えられる。観点による区分

支庁の組織形態に視点を 『 ・道と市町村により設置される広域連 ○独立性を有する自治体として「地域重視の行政の実現」が可能となり、市町β 道・市町村広域連合』
置いた改革 合 村行政の効率化も期待される。 ○市町村の参加が必要条件型

Ⅲ 『 ・支庁の再編・所管区域を変更せず現 ○支庁は定着しているため、現行区域等は変更しないとするもの。群 支庁区域の観点 ① １４支庁維持』型
行を継続するもの ○現行支庁と時代の変化にそごを唱える者からの批判が予想される。による区分

生活圏、経済圏の拡大や ６～７ ・道３次長計「地域生活経済圏」を基 ○圏域政策が可能となり、３次長期総合計画と整合性がとれる。② 『 支庁再編』型
地域的つながりを考慮し、 本に６～７支庁に再編 ○簡素効率化が期待。 ○住民との距離が遠くなるとの批判も予想される。
支庁の統廃合に視点を
置いた改革 ・昭和２３年検討案又は土現所管区域 ○日常的生活圏や経済圏の実態を考慮した区域の編成が可能。③ 『９～１０支庁再編』型

を基本に９～ 支庁に再編 ○規模の大小について、適正又は中途半端など様々な意見が想定される。10

『 ・利便性や日常的生活圏等を考慮し、 ○実態にそぐわないと言われる地域の支庁所管区域を変更することにより、利④ 区域部分修正』型
実態にそぐわない区域のみ変更 便性の改善及び地域一体の政策展開が可能。

『 ・支庁再編を前提に、統合の実現性を ○支庁改革の理念が不透明との批判も想定される。⑤ 支庁一部統合』型
優先的に考慮するもの。

『 ・地域により身近な支庁とするため、 ○より地域に身近な道（支庁）行政の実現をめざす。⑥ 支庁細分化』型
～ 支庁に再編 ○支庁数増に伴うコスト増 ○市町村自立の阻害の要因にもなり得る。20 30

『 ・道本庁と市町村等が直結し、支庁を ○支庁分のコスト減 ○本庁組織の巨大化とともにきめ細かな道政展開が危Ⅳ群 支庁制度廃止 Σ 支庁廃止』型
廃止 惧される。 ○市町村行政の非効率化のおそれあり。

第 １ 表
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１－（２） 支 庁 改 革 の イ メ ー ジ 図

【Ａ 『現行体制維持』型】 【Ｂ 『支庁統合強化・出先機関』型】 【Ｃ 『大小２極再編・出先機関』型】 【Ｃ 『大小２極再編・広域連合』型- - - -α α α β

住 民 住 民 住 民 住 民

市町村 市町村 市町村 市町村

広 域
土 現 支 庁 保健所 支 庁 経 済 生 活 経 済 連 合

圏 庁 支 庁 圏 庁
土 保 保

土 保 土

本 庁
本 庁 本 庁 本 庁

道 庁 道 庁 道 庁 道 庁

【Ｄ 『中核支庁導入』型】 【Ｅ 『支庁縮小再編』型】 【 β 『道・市町村広域連合』型】 【 『支庁廃止』型】- -α α Σ－ Σ

住 民 住 民 住 民 住 民

市町村 市町村 市町村 市町村

中核支庁 一般支庁 生 活 広 域 連 合

支 庁 土現 保健所
保 土現

土 保 本 庁

本 庁
本 庁 本 庁

道 庁 道 庁 道 庁 道 庁
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１－（３） 各 イ メ ー ジ の 概 括 的 な 論 点

現行との相違点（道組織） 地域への影響
組合せ基本パターン・イメージ イメージの概要

本 庁 支 庁 等 市 町 村 住 民

○現在までの改革を前提に ○地域に関わる事務等をで ○現行より一層の地域完結 ○市町村が求めている地域 ○支庁改革による変化が見Ａ-α 、
これまでの取組み内容を きるだけ支庁へ権限移譲 型が求められている。 完結型支庁となるために えにくい。『現行体制維持』型
さらに充実させる。 は、さらなる権限強化が住 民

○支庁と土現、保健所との 必要。
連携についてもより一層

。の強化が求められている
市町村

区域区分 Ⅲ群 との組合せ( )
土 支 庁 保

①１４支庁維持型
④区域部分修正型

本 庁

道 庁

○支庁への大幅な権限移譲 ( ) ( ) ( )Ｂ 権限-α ( ) 権限 効果 効果
や土現及び保健所の統合 ○本庁からの権限移譲と ○支庁で事務が完結するこ ○支庁で事務が完結するこ『支庁統合強化・出先機関』型 ○地域に関わる政策は支庁 土
により機能強化された支 とにより、迅速性、利便 とにより、迅速性、利便で行うことを基本とし、 現、保健所の統合による
庁 性が改善 性が改善大幅に権限を移譲。 権限の強化

( )住 民 機能
○道全体の方向性（重点施 ( ) ○本庁や他の出先機関への ○支庁の権限強化により、機能
策等）の決定 ○ 説明のための出張が不要 住民の側からも支庁への広域的地域課題に対する

○支庁間の調整 （減少）となることによ 姿が見えてくることが期政策主体
○地域性を伴わない施策の り、時間、旅費等が節減 待できる。市町村

○広域的観点から市町村自遂行
( ) ○その他 予算編成、議会 ( )区域区分 Ⅲ群 との組合せ 課題等立への補完機能

対応等 ○支庁の統合等が行われた支 庁
①１４支庁維持型 ( ) ( ) 場合、地域財政、経済へ関与 課題等
②６～７支庁再編型 ○支庁へ移譲した事務につ ○地域政策に係る予算要求 の影響が大きい。土 保
③９～ 支庁再編型 いて、本庁の関与は最低 システムの検討が必要 （全パターン共通）10
④区域部分修正型 限。
⑤支庁一部統合型 ( ) ○自由度の大きい交付税的 ○権限強化により、市町村本 庁 職員数

○権限移譲に伴う本庁職員 な財源導入の検討等 の道政依存度が高まる可道 庁
の支庁への移動 能性がある。

（現行 本：支＝ ： ） ○必要により議会への説明 （全パターン共通）3 2
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現行との相違点（道組織） 地域への影響
組合せ基本パターン・イメージ イメージの概要

本 庁 支 庁 等 市 町 村 住 民

○産業経済関連の「経済圏 ( ) ( )Ｃ ○Ｂ- -α αパターンの本庁欄に ◇経済圏庁 効果 効果
庁 と道民生活関連の 生 ○社会資本整備や産業経 ○住民に関連の深い事務に ○住民に関連の深い事務に『大小２極再編・出先機関』型 」 「 同じ
活支庁」に再編 済政策を地域完結的に ついて、身近な支庁とし ついて、身近な支庁とし

担当 て 市町村事務の利便性 て、利便性、迅速性が改、 、
○経済圏庁と生活支庁の業 ○土現を圏庁に統合 迅速性が改善 善住 民
務を明確に分離し、両者 ○広範囲な地域の調整機
との間に上下関係なし 能をもつ ( ) ( )課題等 課題等

○経済圏庁との距離が遠く ○厳しい地方財政下で「役
なることにより、地域課 所」の数が増えることに市町村 ◇生活支庁

( ) ○保健、医療、福祉など 題に関する圏庁との情報 対し、住民の理解が得ら区域区分 Ⅲ群 との組合せ
道民生活に直接関係の 交換が重要。 れないおそれがある。

【経済圏庁】 深い事務を担当経済圏庁 生活支庁
②６～７支庁再編型 ○保健所を生活支庁に統
③９～ 支庁再編型 ( ) 合（現行保健所に、福土 保 課題等10

○地域における行政組織 祉、環境、税などの事
【生活支庁】 が２分されることによ 務を付加）
①１４支庁維持型 り、その間の連絡調整本 庁
④区域部分修正型 システムを整備する必道 庁
⑥支庁細分化型( ) 要がある （予算配分等を含む）20,21,32 。

○産業経済関連を道の出先 同 上 ( ) ( )Ｃ-β ◇経済圏庁（道の出先機関） 効果 効果
である「経済圏庁」で処 ○ ○住民に関係の深い事務に ○住民に関連の深い事務に『大小２極再編・広域連合』型 Ｃ-αパターンの経済圏
理し、道民生活関連を道 ( ) ついて、広域連合のメリ ついて、身近な支庁とし課題等 庁欄に同じ
と市町村による広域連合 ・本庁と広域連合との調 ットがそのまま効果とな て、利便性、迅速性が改
により共同処理 整が必要となる。 る （地域ニーズを的確 善住 民 ◇広域連合 。

○保健、医療、福祉など に捉えた政策を独立して
○市町村、広域連合、道の 道民生活に直接関係の 展開が可能、 ( )課題等
三層構造となる。 深い事務を道と市町村 ○厳しい地方財政下で「役

の広域連合により処理 所」の数が増えることに市町村
○保健所を広域連合に統 対し、住民の理解が得ら

( ) 合 ( ) れないおそれがある。広 域 区域区分 Ⅲ群 との組合せ 課題等
○公選制の導入可能 ○市町村の同意と参加が前経済圏庁 連 合

【経済圏庁】 ( ) ○道、国への権限移譲の 提課題等
②６～７支庁再編型 ○経済圏庁と広域連合と 要請が可能など
③９～ 支庁再編型 の調整システムの検討 ○経済圏庁との距離が遠く土 保 10

が必要 ○財源の配分など財源確 なることにより、地域課
【広域連合】 ○広域連合の職員の身分 保について検討する必 題に関する支庁との情報
⑥支庁細分化型( ) 上の取扱いや業務内容 要がある。 交換が重要。20,21,32

について検討する必要本 庁
がある。道 庁
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現行との相違点（道組織） 地域への影響
組合せ基本パターン・イメージ イメージの概要

本 庁 支 庁 等 市 町 村 住 民

・機能を全支庁同一とせず ○一般支庁のみの管内市町 ( )Ｄ Ｂ- -α αパターンの本庁欄に、 ◇中核支庁 効果
取扱分野及び政策の企画 ○圏域の中核として、大 村にとり、権限の大きな ○一般支庁の業務が住民に『中核支庁導入』型 、 同じ
実施により分ける。 幅な権限のもとで、圏 中核支庁とのつながりを 生活に関連するものが中

域の総合調整、産業・ 強めることとなる。 心となることから （一、
経済政策、地域振興策 般）支庁の仕事の内容が住 民
の企画立案を中心とし ○中核支庁圏内での市町村 ある程度明確になる。
た企庁的位置づけ 間の広域的な連携が図り

○一般支庁の機能も併置 やすくなる。 ( )課題等
( ) ○住民にとって、大支庁管市町村 区域区分 Ⅲ群 との組合せ

( ) 内か小支庁管内かの差別◇一般支庁 課題等
①１４支庁維持型 ○住民、市町村に身近な ○社会基盤整備や産業政策 感を生じるおそれあり。
②６～７支庁再編型 業務を中心とする実施 等について、一般支庁と中核支庁 一般支庁
③９～ 支庁再編型 庁的位置づけ 中核支庁の二層構造によ ○事業者等は中核支庁との10
④区域部分修正型 ○中核支庁で企画立案さ る弊害（二重ヒアリング 関連が多いことから、支土 保
⑥支庁細分化型( ) れた施策の実施 等）を生じないよう検討 庁との距離が遠くなる。20,21,32

○現行「社会祉課 「税 が必要となる。」、
※上記のうち、６～ 支 務課 「環境生活課 、 ○住民の側から、支庁改革本 庁 10 」、 」
庁が中核支庁となり、 「保健所」 など道民生 の効果が見えにくい。道 庁
他が一般支庁となる。 活や市町村に関係の深

い分野の実施

○Ｃ 産業経済 ○社会資本整備や産業経済 ( ) ( )Ｅ- -α αパターンの ◇生活支庁 効果 効果
関連の「経済圏庁」分野 政策は本庁が担当し、政 Ｃ ○住民に関連の深い事務に ○住民に関連の深い事務に『支庁縮小再編』型 -αパターンの生活支庁
を本庁が担当し、生活支 策の効果的な推進が可能 ついて、身近な支庁とし ついて、身近な支庁とし欄に同じ
庁のみを設置 となる。 て 市町村事務の利便性 て、利便性、迅速性が改、 、

( ) 迅速性が改善 善住 民 課題等
○建設、産業経済分野の組 ○産業・経済分野と連携を
織及び権限が巨大化する 必要とする地域課題に対 ○産業・経済分野におい ( )。 課題等

し、本庁との協議となる て、担当が本庁のみとな ○生活支庁が細分化した場
( ) ため、地域における道政 るため、二重ヒアリング 合、厳しい地方財政下で市町村 課題等

( ) ○災害対策等迅速性を必要 の総合性、完結性の面で 等の問題が解消される。 「役所」の数が増えるこ区域区分 Ⅲ群 との組合せ
とする場合の対応システ 課題となる。 とに対し、住民の理解が

【生活支庁】 ムの検討が必要。 得られないおそれがあ生活支庁
①１４支庁維持型 ( ) る。課題等
④区域部分修正型 ○地域的な課題（生活支庁 ○経済分野の担当が本庁の土 保
⑥支庁細分化型( ) に係る分野を除く）への みとなるため、地域課題20,21,32

対応システムを検討する に関する本庁との情報交本 庁
必要がある。 換が重要となる。

道 庁
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現行との相違点（道組織） 地域への影響
組合せ基本パターン・イメージ イメージの概要

本 庁 支 庁 等 市 町 村 住 民

○道と市町村の中間に、道 ○地域に関わる政策、権限 ( ) ( )Σ－β ◇広域連合 効果 効果
と市町村による広域連合 等を広域連合に移譲。 ○国や道の権限移譲を受 ○自らの業務のうち、広域 ○広域連合の長や議会議員『道・市町村広域連合』型
を組織化し、独立した自 ける独立した自治体と 的に処理することが適当 の公選も選択でき、より
治体として地域課題に対 して広域行政を行う。 な業務を処理できる。 地域に密着した行政サー
し共同で処理 ( ) ○現行支庁機能以上の業 ビスを受けることができ住 民 課題等

○権限の移譲先が、道から 務を処理する。 ○単独で処理困難な事業が る。
○市町村、広域連合、道の は独立した団体となって 共同処理により効率的に
三層構造となる。 しまうため、移譲の範囲 ( ) 実施できるようになる。 ( )課題等 課題等

がせばまるおそれがある ○国からの権限移譲の受 ○住民にとり、市町村と広市町村 。
け皿ともなり得るため ( ) 域連合の業務の区別がわ、 課題等

( ) 道以上の権限をもつ部 ○市町村の同意と参加が前 かりにくくなる。区域区分 Ⅲ群 との組合せ
門も生じる可能性があ 提広 域 連 合

《広域連合の数》 る。
（現行支庁） ○広域連合の職員の身分14

又は 上の取扱いや業務内容
（広域市町村圏） について検討する必要20

がある。
○財源の配分など財源確本 庁
保について検討する必道 庁
要がある。

○道と市町村が直結するパ ○全道統一的な政策は効率 ○分権の受け皿として、市 ○簡素効率化の観点からのΣ
ターン 的な推進が可能となる。 町村の広域化など体制強 支庁改革の評価は高くな『支庁廃止』型

化が求められる。 ると予想される。
○道庁（本庁）組織が巨大
化する。 ( )住 民 課題等

○住民サービス（窓口、手
○支庁を除く各部の出先機 続等）の確保を検討する
関がそれぞれの地域に存 必要がある。
在する。市町村

( ) ○地域的な課題への対応シ区域区分 Ⅲ群 との組合せ
ステムを検討する必要が土 保
ある。

本 庁

道 庁
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支 庁 改 革 の 作 業 マ ト リ ッ ク ス

各パターンの共通事項（支庁制度改革の前提）

①道から市町村への権限移譲 ②本庁から支庁への権限移譲 ③本庁機能の純化 ④支庁機能の充実強化 ⑤支庁における市町村、道民参加の推進 ⑥コストの削減

現行体制 支庁統合 大小再編 中核支庁導入 縮小 支庁廃止
強化 経済 生活 中核 一般 再編

α α α β α α β項 目 現 状 ・ 課 題 検 討 の 観 点

支 統 統 支 統 支 生 支14 14 14
支 庁 支 合 合 庁 合 支 庁 活 庁
庁 細 庁 再 再 細 再 庁 細 支 廃
維 分 維 編 編 分 編 維 分 庁 止
持 化 持 化 持 化

①支庁の権限 ○本庁の権限移譲の受け皿となり得るかどうか。◇支庁長権限と裁量権の状況

Ⅰ ○国の権限移譲の受け皿となり得るかどうか。・支庁長権限は支庁事務の４割弱

支 ○各組織間の役割分担が明確かどうか。（本庁－支庁、圏庁－支庁など）・裁量権は全支庁事務の 1/4

○支庁強化に伴う体制整備（人員増）が必要か。
庁

②支庁の財政 予算要求システムの変更が必要かどうか。◇支庁独自事業の予算は、道全体 ○
予算の ％0.3

の ○支庁財政担当部局の整備が必要かどうか。

○支庁長の裁量で施策展開できる財源は必要かどうか。
体 （交付税的性格の一般財源、圏域ごとの特別会計、総合補助金など）

③支庁の人事 ○支庁長の人事・組織権の付与は必要かどうか。◇支庁長を含め、知事部局一括し
た人事異動等により配置制

○組織の肥大化による職員管理に影響はないか。

○組織の肥大化による事務処理の迅速性等に影響はないか。

○職員の地域採用制度は必要かどうか。

④支庁所在地 ○支庁所在地適地の考え方◇現行 支庁所在地⇒３町１１市14

○現在所在地の変更の必要性

⑤組織の形態 ○支庁長の公選制は可能かどうか。◇地方自治法第 条に基づく道155
の出先機関（条例により任意に

○チェック機能（議会等）は必要かどうか。設置）

○出先機関の統合は必要かどうか。

第 ２ 表
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現行体制 支庁統合 大小２局再編 中核支庁導入 縮小 支庁廃止
強化 経済 生活 中核 一般 再編

α α α β α α β項 目 現 状 ・ 課 題 検 討 の 観 点

支 統 統 支 統 支 生 支14 14 14
支 庁 支 合 合 庁 合 支 庁 活 庁
庁 細 庁 再 再 細 再 庁 細 支 廃
維 分 維 編 編 分 編 維 分 庁 止
持 化 持 化 持 化

①道の政策活 ○地域課題を的確に把握できるかどうか。◇地域道民円卓会議や支庁市町村
長会議など、地域と一体となっ動

○道組織内の調整機能が十分図られるか。た政策展開に向け取り組んでい
るが、一層、地域課題の把握を

Ⅱ ○市町村間を越える広域的な連携に十分対応できるか。積極的に行う必要がある。

○地域課題への対応はどうか。◇市町村との共同政策研究につい
ては、一定期間経過後、見直し改

・あらゆる地域課題に対し政策の総合的な企画・立案が必要かどうか。が必要。

・特定分野に関する政策の企画・立案が必要かどうか。◇地域課題の対応について、支庁
独自事業など、予算や体制の関
係上、地域と一体となった政策 。革 ・全道的見地から施策推進が可能かどうか
を展開する上で限界がある。

②道民・市町村 ○住民や市町村にとり、利便性が向上するかどうか。◇道民の直接来庁が多い事務につ
いては、移動窓口や市町村等への の利便性

・距離的に利便性が向上するかどうか。の委託により利便性向上の取組
みを実施してきている。

・機能面で利便性が向上するかどうか。
◇引き続き、どの支庁でも処理で

影 ・実態にそぐわない地域の区域見直しの必要があるかどうか。きるようにすることやインター
ネットの活用、郵送受付の拡大

・利便性を考慮し、支所等の設置を検討する必要があるかどうか。など、受付窓口の充実に向けた
検討が必要。

・その他、道民サービスの維持・向上を図るための措置が必要である
響 かどうか。

○二重ヒアリング等の問題が解決されるか。

○地域から見て、各組織の役割分担が明確になっているかどうか。

③企業活動へ ○行政的に定められている営業区域の変更を伴うかどうか。
の影響

○企業活動拠点（本社、支社、営業所等）に変更が生ずるかどうか。

④議会との関 ○支庁長等の議会対応が必要となるかかどうか。◇現行は、本庁職員が議会対応
（本庁参事以上が議会説明員）係

○道議会等に、地域の行政執行等に関する新たな委員会等の設置が必
要となるかどうか。
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現行体制 支庁統合 大小２局再編 中核支庁導入 縮小 支庁廃止
強化 経済 生活 中核 一般 再編

α α α β α α β項 目 現 状 ・ 課 題 検 討 の 観 点
支 統 統 支 統 支 生 支14 14 14

支 庁 支 合 合 庁 合 支 庁 活 庁
庁 細 庁 再 再 細 再 庁 細 支 廃
維 分 維 編 編 分 編 維 分 庁 止
持 化 持 化 持 化

Ⅱ ⑤道議選挙区 ○現行選挙区に変更が生ずるかどうか。（公選法改正しない場合）◇公職選挙法の規定により、道議
の選挙区は、市と支庁の所管区の影響

○公選法の改正が必要かどうか。域とされている。
改

◇５０選挙区
（１４支庁所管区域、

２６市、１０行政区）
革

⑥支庁所在市 ○支庁職員の異動に伴う影響が大きいかどうか。
町への影響

地方財政への影響度（住民税、地方消費税、地方交付税等）・
の

・地方経済への影響度（消費額、企業の集散等）

⑦道職員の影 ○道職員の勤務条件の変更の程度はどうか。
影 響

⑧道民・市町 ○支庁行政に対する道民参加を図る方策は何か。◇地域道民円卓会議、支庁市町村
長会議の取組み及び支庁長の広村の参加

○支庁行政に対する市町村参加を図る方策は何か。響 聴活動等を実施しているが、政
策過程における道民参加のさら

○市町村職員との人事交流は必要かどうか。なる充実が必要。

Ⅲ ①改革に伴う ○庁舎、公宅等の整備の必要性、程度はどうか。
コスト

費 ○防災無線等各種通信システムの整備が必要かどうか。

用 ○市町村の行政経費に与える影響の程度はどうか。

対 ②改革による ○支庁規模と行政コスト（人件費・事務費）はどうなるか。
事業費効果

効 ○事業費効率はどうなるか。

果 ③改革による ○本庁、支庁の職員数の構成割合はどうなるか。
事務費効果

○道職員総数はどうなるか。


